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春
の
け
ん
し
ん

４
月

20 月 総合福祉センター
はらまち 9：30～10：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３月30日月

21 火 保健センター 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３月31日火

22 水 ひろた交流センター 9：00～11：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４月 1 日水

24 金 保健センター 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４月 3 日金

５
月

16 土 麻生小学校 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４月24日金
WEBは4月25日土

18 月 商工会館 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４月27日月

21 木 保健センター 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４月30日木

24 日 保健センター 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５月 1 日金
WEBは5月3日日

27 水 えひめ中央農協
麻生支所 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５月 1 日金

WEBは5月6日水

29 金 保健センター 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５月 8 日金

６
月

 6  土 麻生小学校 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５月15日金
WEBは5月16日土

15 月 保健センター 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５月25日月

19 金 保健センター 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５月29日金

29 月 保健センター 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ６月 8 日月

秋
の
け
ん
し
ん

９
月

 2  水 保健センター 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ８月12日水

 8  火 保健センター
9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

８月18日火
13：00～13：30 ○ ○ ○ ○

10
月

 5  月 保健センター
9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

９月14日月
13：00～13：30 ○ ○ ○ ○

23 金 保健センター
レディースデイ 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10月 2 日金

11
月

 8  日 保健センター
レディースデイ 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10月16日金

WEBは10月18日日

16 月 商工会館 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10月26日月

20 金 保健センター 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10月30日金

26 木 えひめ中央農協
麻生支所 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11月 5 日木

12
月

 1  火 保健センター
9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11月10日火
13：00～13：30 ○ ○ ○ ○

 5  土 保健センター 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11月13日金
WEBは11月14日土

砥部町けんしん日程表令和８年度

◦春のけんしんは愛媛県総合保健協会、秋のけんしんは愛媛県厚生連健診センターが受託して行います。
◦春のけんしんで「子宮頸がん検診」のみを受ける場合は 10：00 ～ 11：30 の受付です。
◦秋のけんしんで午前に実施される「子宮頸がん検診」は 9：30 ～ 10：30 の受付です。
◦予約状況によっては、けんしん項目を急きょ変更する場合があります。

　　 会場が保健センターの日は託児があります。希望者は、けんしん申し込みと同時にご予約ください。（原則、未就学児に限ります。）

・各けんしんは、令和８年４月１日～令和９年３月31日の間に１回しか受けられません。
　（ただし、乳がん検診と子宮頸がん検診は２年度に１回です。）
・がん検診は自覚症状のある人や治療中の人は受診できません。
・社会保険加入者で集合契約Ｂとなっている場合、町の集団健診にて特定健診を受診することができます。

保険者から発行される受診券に「集合契約Ｂ」と記載されているかを確認してください。
受診の際は必ず受診券が必要です。ご予約は、電話予約のみです。

生活保護含む

各種けんしん
案内はこちらから


